
議案第１５号  

 

東大阪市都市公園条例等の一部を改正する条例制定の件 

 

 東大阪市都市公園条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

  令和８年２月２７日提出 

 

 

東大阪市長 野 田 義 和  

  



                             東大阪市条例第  号  

 

東大阪市都市公園条例等の一部を改正する条例 

 

 （東大阪市都市公園条例の一部改正） 

第１条 東大阪市都市公園条例（昭和４２年東大阪市条例第５６号）の一部を次のように

改正する。 

  第１０条の２第１項ただし書中「指定管理者は、当該許可を受けた者が東大阪市スポ

ーツ施設情報システムを利用した」を「その者が電子情報処理組織を用いて当該許可を

受けた」に改め、「有料公園施設の使用に係る料金を」を削る。 

  第２０条第２項中「、「有料公園施設の使用に係る料金」とあるのは「有料公園施設

の使用料」と」を削る。 

 （東大阪市立市民ふれあいホール条例の一部改正） 

第２条 東大阪市立市民ふれあいホール条例（平成５年東大阪市条例第５号）の一部を次

のように改正する。 

  第６条第３項中「東大阪市スポーツ施設情報システムを利用した」を「電子情報処理

組織を用いてホールの使用の許可を受けた」に改める。 

 （東大阪市立市民広場条例の一部改正） 

第３条 東大阪市立市民広場条例（昭和４２年東大阪市条例第５７号）の一部を次のよう

に改正する。 



  第６条ただし書中「東大阪市スポーツ施設情報システムを利用したときは、使用料を」

を「電子情報処理組織を用いて市民広場の使用の許可を受けたときは、」に改める。 

 （東大阪市立体育館条例及び東大阪市立スポーツホール条例の一部改正） 

第４条 次に掲げる条例の規定中「東大阪市スポーツ施設情報システムを利用した」を「

電子情報処理組織を用いて当該許可を受けた」に改め、「第１項及び前項の使用料を」

を削る。 

（１） 東大阪市立体育館条例（昭和４２年東大阪市条例第７５号）第６条第５項ただ

し書 

（２） 東大阪市立スポーツホール条例（平成７年東大阪市条例第３３号）第７条第４

項ただし書 

（東大阪市立青少年運動広場条例の一部改正） 

第５条 東大阪市立青少年運動広場条例（昭和６０年東大阪市条例第１１号）の一部を次

のように改正する。 

  第６条第３項中「東大阪市スポーツ施設情報システムを利用した」を「電子情報処理

組織を用いて青少年運動広場の施設の使用の許可を受けた」に改める。 

（東大阪市花園ラグビー場条例及び東大阪市立ウィルチェアスポーツコート条例の一部

改正） 

第６条 次に掲げる条例の規定中「ただし、」の次に「使用者が電子情報処理組織を用い

て施設の使用の許可を受けたときその他」を加え、「この限りでない」を「後納させる

ことができる」に改める。 



（１） 東大阪市花園ラグビー場条例（平成２６年東大阪市条例第５２号）第６条第１

項ただし書 

（２） 東大阪市立ウィルチェアスポーツコート条例（令和２年東大阪市条例第３２号）

第７条第１項ただし書 

 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第６条の規定は、令和８年１２月１日

から施行する。 

２ 第６条の規定による改正後の東大阪市花園ラグビー場条例第６条第１項ただし書及び

東大阪市立ウィルチェアスポーツコート条例第７条第１項ただし書の規定は、前項ただ

し書に規定する規定の施行の日以後に施設並びに附属施設及び附属設備を使用する者に

ついて適用する。 



東大阪市都市公園条例新旧対照表（第１条関係） 

新 旧 

（利用料金） （利用料金） 

第１０条の２  第７条の２第１項又は第７条の３第２項の許

可を受けた者は、指定管理者に当該許可に係る有料公園施設

及びその附属設備の使用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を前納しなければならない。ただし、その者が電子情

報処理組織を用いて当該許可を受けたときは、後納させるこ

とができる。 

第１０条の２  第７条の２第１項又は第７条の３第２項の許

可を受けた者は、指定管理者に当該許可に係る有料公園施設

及びその附属設備の使用に係る料金（以下「利用料金」とい

う。）を前納しなければならない。ただし、指定管理者は、

当該許可を受けた者が東大阪市スポーツ施設情報システム

を利用したときは、有料公園施設の使用に係る料金を後納さ

せることができる。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 （市長が管理する場合の使用料等）  （市長が管理する場合の使用料等） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ 前項の場合には、第１０条の２第１項の規定を準用する。

この場合において、同項中「指定管理者」とあるのは「市長」

と、「使用に係る料金（以下「利用料金」という。）」とあ

２ 前項の場合には、第１０条の２第１項の規定を準用する。

この場合において、同項中「指定管理者」とあるのは「市長」

と、「使用に係る料金（以下「利用料金」という。）」とあ



るのは「使用料」とする。 るのは「使用料」と、「有料公園施設の使用に係る料金」と

あるのは「有料公園施設の使用料」とする。 

３ （略） ３ （略） 

 



東大阪市立市民ふれあいホール条例新旧対照表（第２条関係） 

新 旧 

（使用料） （使用料） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、使用者が電子情報処

理組織を用いてホールの使用の許可を受けたときは、前２項

の使用料を後納させることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、使用者が東大阪市ス

ポーツ施設情報システムを利用したときは、前２項の使用料

を後納させることができる。 

 



東大阪市立市民広場条例新旧対照表（第３条関係） 

新 旧 

（使用料） （使用料） 

第６条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければなら

ない。ただし、市長は、使用者が電子情報処理組織を用いて

市民広場の使用の許可を受けたときは、後納させることがで

きる。 

第６条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければなら

ない。ただし、市長は、使用者が東大阪市スポーツ施設情報

システムを利用したときは、使用料を後納させることができ

る。 

 



東大阪市立体育館条例新旧対照表（第４条第１号関係） 

新 旧 

（使用料） （使用料） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 前各項に定める使用料は、前納しなければならない。ただ

し、市長は、体育館の専用使用の許可を受けた者が電子情報

処理組織を用いて当該許可を受けたときは、後納させること

ができる。 

５ 前各項に定める使用料は、前納しなければならない。ただ

し、市長は、体育館の専用使用の許可を受けた者が東大阪市

スポーツ施設情報システムを利用したときは、第１項及び前

項の使用料を後納させることができる。 

 



東大阪市立スポーツホール条例新旧対照表（第４条第２号関係） 

新 旧 

（使用料） （使用料） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前３項に定める使用料は、前納しなければならない。ただ

し、市長は、スポーツホールの専用使用の許可を受けた者が

電子情報処理組織を用いて当該許可を受けたときは、後納さ

せることができる。 

４ 前３項に定める使用料は、前納しなければならない。ただ

し、市長は、スポーツホールの専用使用の許可を受けた者が

東大阪市スポーツ施設情報システムを利用したときは、第１

項及び前項の使用料を後納させることができる。 

 



東大阪市立青少年運動広場条例新旧対照表（第５条関係） 

新 旧 

（使用料） （使用料） 

第６条 （略）  第６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、教育委員会は、使用者が電子

情報処理組織を用いて青少年運動広場の施設の使用の許可

を受けたときは、前２項の使用料を後納させることができ

る。 

３ 前２項の規定にかかわらず、教育委員会は、使用者が東大

阪市スポーツ施設情報システムを利用したときは、前２項の

使用料を後納させることができる。 

 



東大阪市花園ラグビー場条例新旧対照表（第６条第１号関係） 

新 旧 

（利用料金等） （利用料金等） 

第６条 使用者は、指定管理者に施設並びにその附属施設及び

附属設備の使用に係る料金（以下「利用料金」という。）を

前納しなければならない。ただし、使用者が電子情報処理組

織を用いて施設の使用の許可を受けたときその他指定管理

者が特別の理由があると認めるときは、後納させることがで

きる。 

第６条 使用者は、指定管理者に施設並びにその附属施設及び

附属設備の使用に係る料金（以下「利用料金」という。）を

前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由

があると認めるときは、この限りでない。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

 



東大阪市立ウィルチェアスポーツコート条例新旧対照表（第６条第２号関係） 

新 旧 

（利用料金） （利用料金） 

第７条 使用者は、指定管理者に施設及びその附属設備の使用

に係る料金（以下「利用料金」という。）を前納しなければ

ならない。ただし、使用者が電子情報処理組織を用いて施設

の使用の許可を受けたときその他指定管理者が特別の理由

があると認めるときは、後納させることができる。 

第７条 使用者は、指定管理者に施設及びその附属設備の使用

に係る料金（以下「利用料金」という。）を前納しなければ

ならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認める

ときは、この限りでない。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 


